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資産運用会社における株主異動等に関するお知らせ 

 

本投資法人が、資産の運用を委託する資産運用会社であるトップリート･アセットマネジメント株式会社

（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の同社取締役会にて、下記のとおり、本資産運用会

社の株式譲渡について承認することを決議し、当該株式譲渡は本日付で完了いたしましたので、お知らせい

たします。 

また、これに基づき、本投資法人に対する物件取得機会の提供に関する「不動産等の情報提供に関する協

定書」および「ウェアハウジング機能の提供に関する協定書」について、本日開催の本投資法人役員会及び

本資産運用会社取締役会にて、以下のとおり合意解約に関する覚書を締結することを決議し、本日付で締結

いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．株式譲渡の概要 

（１）譲渡の経緯 

本資産運用会社は、株式会社新日鉄都市開発（以下「新日鉄都市開発」といいます。）が保有する本資

産運用会社の発行済株式のすべてを三井住友信託銀行株式会社（以下「三井住友信託銀行」といいます。）

に譲渡することを本日付で承認しました。なお、当該株式譲渡は本日付で完了しております。 

 

（２） 株主構成 

 

（譲渡前） 

会 社 名 住  所 所有株式数（株） 比率（％） 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 2,280  38％ 

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,860  31％ 

王子不動産株式会社 東京都中央区銀座五丁目12番8号 1,860  31％ 

合  計  6,000 100％ 

 

（譲渡後） 

会 社 名 住  所 所有株式数（株） 比率（％） 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 4,140  69％ 

王子不動産株式会社 東京都中央区銀座五丁目12番8号 1,860  31％ 

合  計  6,000 100％ 

※ 王子不動産株式会社は、以下「王子不動産」といいます。 



 
 

 

２．「不動産等の情報提供に関する協定書」 

本投資法人に対する物件取得機会の提供を目的として、本投資法人、新日鉄都市開発及び本資産運用会

社の間で平成17年12月28日付で締結した「不動産等の情報提供に関する協定書」及び平成20年11月20日付

で締結した「不動産等の情報提供に関する協定書の一部変更の覚書」について、本日開催の本投資法人役

員会及び本資産運用会社取締役会にて、解約について合意することを決議し、同日付で合意解約に関する

覚書を締結いたしました。 

 

 

３．「ウェアハウジング機能の提供に関する協定書」 

本投資法人に対する物件取得機会の提供を目的として、本投資法人、新日鉄都市開発、王子不動産、三

井住友信託銀行及び本資産運用会社の間で平成17年12月28日付で締結した「ウェアハウジング機能の提供

に関する協定書」及び平成20年11月20日付で締結した「ウェアハウジング機能の提供に関する協定書の一

部変更の覚書」について、本日開催の本投資法人役員会及び本資産運用会社取締役会にて、新日鉄都市開

発と他の当事者との間で解約し、新日鉄都市開発がこれらの契約当事者から離脱することについて合意す

ることを決議し、同日付で合意解約に関する覚書を締結いたしました。 

 

 

４．今後の投資方針及び当該異動による影響 

今回の株主異動等により、新日鉄都市開発は、本資産運用会社の株主並びに本投資法人のスポンサー及

びパイプライン・サポート会社ではなくなりましたが、本投資法人は、引き続き、主として不動産関連資

産への投資を行い、中長期にわたり安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を図ることにより、投資

主価値の最大化を目指した運用を継続いたします。本投資法人と本資産運用会社との間で締結している資

産運用委託契約及び本投資法人の投資方針について、本日現在変更はありません。 

また、当該異動による本投資法人の業績への影響はありません。 

なお、本件株式譲渡により、三井住友信託銀行は、「金融商品取引法」に規定される本資産運用会社の親法人

等及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される本資産運用会社の利害関係人等に該当することに

なります。本資産運用会社では、本投資法人の上場以来、本資産運用会社の株主及びその関係会社を社内規程

で利害関係者と定め、外部専門家も委員として参加するリスク・コンプライアンス委員会での審議、同委員会の出席

委員全員の合意による決議等の利益相反管理を行ってまいりました。本日現在、本投資法人の投資運用の意思

決定機構に変更はなく、今後も従前以上に、利益相反防止を含むコンプライアンス態勢の強化を図ってまいる所

存です。 

 

なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要

な届出等の手続きを行います。 

 

 

以上 

 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http:// www.top-reit.co.jp/ 

http://www.top-reit.co.jp/

